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１．自治体の基本情報

基本情報

地域連携・地域移行における都道府県の現状・課題

県教育委員会では、令和５年４月７日に「青森県公立中学校における休日の部活動の地域移

行推進計画」を策定し、市町村における休日の部活動の地域移行に向けた取組を推進するとともに

県立三本木高等学校附属中学校を拠点校として、休日の部活動の地域移行に向けた課題への

対策について実践研究を進めている。

県内の状況としては、令和５年度内に地域移行を推進するための協議会を設置又は設置予定の

市町村は２３市町村（５８．９％）、地域移行に向けた推進計画を策定済みの市町村は１

２市町村（３０．７％）となっている。

このことから、県立中学校における実践研究を継続しつつ、２市町の実践研究を進めることで、他

の市町村に対して、課題への対策等についての取組事例を示し、休日の地域クラブ活動の推進を

図っていく必要がある。 各市町村における地域移行に係る課題としては、以下の点があげられる。

①各市町村における課題を検討する場の設定

②運営団体や実施主体、指導者の確保

③費用負担等の保護者や地域の理解と負担の軽減

④取組を進めるためのコーディネーターの配置

⑤施設や用具の確保と管理

人口 1,190,195人 部活動数 791部活

市区町村数 10市22町８村 都道府県の協議会・検討会議
等の設置状況

設置済

公立中学校数 147校 都道府県の推進計画・ガイドラ
イン等の策定状況

策定済

公立中学校生徒数 28,541人

実証事業に参加した
市区町村数

1市1町

実証事業に参加した拠点校数
（域内の合計）

1校

地域クラブ活動に取り組んだ
部活動数（域内の合計）

10部活

推進計画の策定状況

策定している 12

策定予定（令和6年度中） 16

策定していない・未定 11

協議会の設置状況

設置している 23

設置予定（令和6年度中） 9

策定していない・未定 7
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２．実証内容と成果

運営体制・役割

年間の事業スケジュール

4月 青森県公立中学校における休日の部活動の地域移行推進計画の策定         

 市町村保健体育担当及び社会体育担当者連絡協議会の実施      

 県立学校における教師の兼業兼職等に係る手続について通知       

5月 県立中学校における休日の部活動の地域移行に向けて、教職員、生徒、保護者、関係団体等への説明会の実施とアンケート調査

6月 第１回県立中学校における休日の地域クラブ活動体制推進会議         

9月 部活動の在り方に関する研修会の実施        

11月 地域クラブ活動推進に関する市町村担当者協議会の開催（情報交換、課題についての協議） 

 実証事業対象市町との連絡会

第２回県立中学校における休日の地域クラブ活動体制推進会議   

1月 県立中学校における生徒・保護者へのアンケート調査の実施         

2月 第３回県立中学校における休日の地域クラブ活動体制推進会議 

▼事業実施体制図（都道府県と市区町村における推進体制図） ▼行政組織内での役割分担

⚫ 教育委員会（スポーツ健康課）

運動部活動の地域移行に関する内容についてはスポーツ健康課で

の対応となっている。

⚫ 首長部局

特になし

青
森
県

業務委託

県立中学校

・市町村担当者連絡協議会を開催
・人材バンクの設置

バスケットボール 保護者会
ハンドボール 十和田市ハンドボール協会
剣道 十和田市剣友会

（１校３部活動）
むつ市

三戸町

むつ市地域文化・スポーツクラブ

三戸町体育協会

サッカー、柔道、水泳
（１校３部活動）

ＩＴ、学習、歌唱、
ボードゲーム、家庭、美術

柔道、卓球、サッカー、スキー
（１校４部活動）

ジュニアクラブ

・保護者説明
・推進委員会を開催
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の運営実績 

主な取組例

拠点校数 １校 地域クラブ活動に取り組んだ種目 男子ハンドボール,女子バスケットボール,剣道

地域クラブ活動に取り
組んだ部活動数

３部活

拠点校名 県立三本木高等学校附属中学校

地域クラブ活動に移行
した部活動数

３部活

地域クラブ活動で実施
した種目

女子バスケットボール

運営主体名 附属中学校バスケットボールクラブ保護者会

運営類型 その他運営型（その他の類型）

１か月あたりの平均的な
活動回数

バスケットボール：月５回程度

指導者の主な属性 地域のスポーツ指導者

活動場所 学校体育館・十和田市総合体育センター

主な移動手段 徒歩、自転車。保護者送迎

１人あたりの参加会費等
（年額）

バスケットボール：9,000円

１人あたりの保険料 スポーツ安全保険
生徒１人あたり：800円/年

指導者１人あたり：1,850円/年

▼活動概要 ▼運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

青
森
県

業務委託

附属中学校バスケットボールクラブ保護者会
（バスケットボール）

地域の外部指導者による平日と休日の一貫指導
県
立
三
本
木
高
等
学
校
附
属
中
学
校

十和田市ハンドボール協会
（ハンドボール）

十和田市剣友会
（剣道）

教職員によるによる平日と休日の一貫指導

剣友会所属の外部指導者による平日と休日の一貫指導

クラブ活動
への参加

・地域クラブ活動の運営
・学校部活動担当者との連絡、調整
・指導者への謝金の対応
・保険の加入
・地域クラブ活動推進委員会への参加
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ア．関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

・コーディネーターの配置

・受け皿となる組織との連携取組事項

県立中学校では、県教育委員会が窓口となり、学校教職員や保護者に対しての事前説明やアンケート調査、運営団体への説明や情報提

供を行っている。また、校長、教頭、ＰＴＡ会長、部活動担当教諭、保護者クラブの代表、関係スポーツ団体や市教育委員会等の担当者で

構成する地域クラブ活動推進委員会を設置し、地域移行に向けた取組や新たな課題等について連携しながら検討を進めている。

県教育委員会では、市町村の部活動担当者を対象とした地域クラブ活動推進協議会を開催し、国の動向や他県の先進事例、県内の取

組状況について情報提供するとともに、市町村の現状及び今後の方向性等について協議した。

むつ市ではコーディネーターを配置し、三戸町ではジュニアクラブが中心となり、地域クラブ活動の連絡調整を行っている。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

県立中学校では、保護者会が女子バスケットボールクラブを立ち上げ、保護者会の会則を制定し、スポーツ少年団での指導経験のある外部

指導者の下で活動を行っている。また、十和田市ハンドボール協会を運営団体として、兼職兼業の許可を受けた教員による指導による活動や、

十和田市剣友会を運営団体として、教職経験を生かした指導者の下で活動が行われている。これらのクラブ活動では、部活動とクラブ活動の

指導者が同じであることから平日と休日の一貫した指導が可能となっている。なお、県立学校の教職員が地域クラブ活動に従事する場合の服

務の取扱いや事務手続については、各市町村教育委員会に通知しており、市町村立小・中学校の教職員に対しても、県立学校の教職員へ

の対応を参考に、適切な措置が取られるよう要請している。

むつ市、三戸町でも、兼職兼業による教員や部活動指導員を地域クラブの指導者として活用した活動が行われている。

特に
工夫した
事項

拠点校、むつ市・三戸町においても、持続可能な運営ができる組織体制の整備を進めていくとともに、地域移行が進んでいない部活動につい

ての原因を明らかにし、対応策を検討していく。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：イ：指導者の質の保証・量の確保

・人材バンクのシステムの構築とマッチング

・指導者の研修会の実施
取組事項

地域移行の課題と一つとしてあげられている地域クラブの指導者の確保に向けて、

人材バンクのシステムを構築することとし、令和６年度からの運用に向けての準備を

進めている。

県教育委員会が毎年開催している「部活動の在り方に関する研修会」では、教

職員、部活動指導員に加え、地域クラブの指導者も対象としている。

取組の
成果

・ コーチングについて、こんなに分かりやすい講義は初めてでした。ス
ポーツクラブの指導者のみなさんにも心がけてほしい内容でした。
生徒指導的な部活動指導、教員だけでなく部活動指導員やコー
チにぜひ聞いてもらいたい内容でした。どうにかして伝えたいです。
・ 「部活動の地域移行の目的は教師の業務軽減ではない。持続
可能な部活動を目指し、将来にわたり、子どもたちがスポーツに親しむ
ことが、第一の目的であること。」教育者として心に響きました。

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

人材バンクの運用に向けて、スポーツの指導経験やスポーツトレーナー資格等を有

する社会人やシニア世代、大学生などに幅広く周知し、目的等に合った人材をマッチ

ングできるようにしている。

「部活動の在り方に関する研修会」では、「主体的・対話的で深い学びを実現する

コーチング」 「将来にわたり子どもたちがスポーツに継続して親しむことができる部活動

の在り方を考える」と題し、コーチングや体罰の防止などの指導に関する講義等を実

施することで指導者の資質向上を図ることとしている。

特に
工夫した
事項

人材バンクの運用に向けて、人材バンクの活用方法について市町村担当者への説明と情報提供を行う。

指導者の資質向上に向けて、部活動指導員や地域クラブ活動の指導者に対して研修会の実施を促しているが、参加が困難な場合の資料

提供等について検討していく必要がある。

今後の
課題と
対応方針

講義１ 講義２

とても参考になった 36.8% 34.4%

まあまあ参考になった 53.6% 55.2%

どちらとも言えない 6.4% 8.8%

あまり参考にならなかった 3.2% 1.6%

全く参考にならなかった 0.0% 0.0%

研修会のアンケート調査

研修会のアンケート調査（感想より一部抜粋）
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ウ：関係団体・分野との連携強化

・競技団体や大学及び企業との連携体制の整備取組事項

十和田市ハンドボール協会や十和田市剣友会と連携し、地域クラブ活動の受け皿として休日の活動を試行している。

市の公共施設の利用状況について、スポーツ協会から情報提供いただき、学校部活動の地域移行に向けた指導者の確保や公共施設の利

用等についての検討にもつなげている。

三戸町では、町の体育協会内にジュニアクラブを設置し、体育協会と連携して指導者を確保している。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

特に
工夫した
事項

今後の
課題と
対応方針

モデル校での取組について、課題や解決策等の情報共有を図るため、競技団体をはじめとして関係団体の担当者を地域クラブ活動推進委

員として委嘱している。

県立中学校が所在する十和田市の地域移行に向けた取組状況について関係団体と情報共有していく。

指導者の確保に向けて、スポーツ協会や大学等に人材バンク登録への協力を依頼していく。
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：エ：面的・広域的な取り組み

・県立中学校における市町村を越えた地域での連携体制取組事項

拠点校の県立中学校では、所在する十和田市内外から通学する生徒がいるため、地域クラブへの加入が比較的しやすい環境にある。市内

や近隣市町村ではハンドボールやサッカーといった既存のクラブチームも存在するが、種目やクラブ数は限られる。また、現在、休日のクラブ活動へ

の体制・整備が整っていないこともあり、市町村を越えた地域との連携は難しい状況にある。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

特に
工夫した
事項

地域連携・地域移行に際しての課題は地域の事情によって様々であり、特に人口の少ない町村部においては、受け皿となる運営団体や指導

者等の地域資源や財源にも限りがあり、市町村単独では環境を整備することが困難な場合もあるため、移行が困難な場合には合同部活動や

地域連携の方法を検討していく必要がある。

今後の
課題と
対応方針

県立中学校が所在する十和田市では、生徒・保護者に対して地域移行に係るアンケート調査を実施し、検討を進めているところである。また、

拠点校で実施している地域クラブ活動推進委員会に十和田市教育委員会から２名の委員が参加し、拠点校や市内における活動の実態等

について情報共有をしている。
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：カ：参加費用負担の支援等

・困窮世帯への必要な費用の支援取組事項

学校施設を活用することや、練習会場への移動を保護者同士の乗り合いで対応することで、生徒の送迎のための保護者負担を軽減すること

ができている。なお、移動時の事故等が発生した場合の保障については、スポーツ安全保険への加入で対応している。

学校施設の活用や部活動の用具の併用、社会体育施設の減免措置などにより、活動に係る費用を低減し、保護者の費用負担を軽減する

ことができている。

三戸町においては、クラブでの指導をボランティアで引き受ける取組も行われている。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

特に
工夫した
事項

今後の
課題と
対応方針

学校部活動の練習計画を早めに示すことで、必要に応じて活動場所の移動を分担をするなどして負担の軽減につなげている。

平日の部活動と休日のクラブ活動の生徒の構成が同じことや、平日と休日の指導者の一貫性が保たれていることで用具の共用等が可能と

なっている。

平日と休日の活動運営の主体が併存し、用具を共用することで費用負担を軽減している活動もあるが、部活動の会費とクラブの会費について

明確に説明する等して、クラブ活動の運営に必要となる低廉な会費設定を検討していく必要がある。
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：キ：学校施設の活用等

・県立中学校における学校施設の利用について規定の整備取組事項

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

特に
工夫した
事項

今後の
課題と
対応方針

県立中学校における学校施設の利用について、規定の整備は進んでいない。

現在、学校部活動の活動計画の下、部活動担当教員が体育館の使用割当を決定しており、クラブ活動も予定されていた部活動としての活

動場所をそのまま活用している。クラブの活動に当たっては指導者等を含む責任者が立ち会う体制を整えている。

なお、むつ市・三戸町においても、学校施設を活用したクラブ活動が展開されている。

中高一貫校であることや、部活動として活動している競技もあることから、学校施設の活用時において、鍵の施錠や設備・用具の活用等につ

いて特に問題なく活動が行われている。

クラブの指導者が平日の部活動の外部コーチであったり、保護者会によるクラブチームであったりすることから施設利用の規定についてあまり

問題視されることなく活動が行われている。受け皿団体と学校との関係を踏まえて柔軟な施設利用が認められていくべきと考えられるが、法令

や学校を管理する団体が定める条例や規則等のルールに基づいた対応が必要になる。
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

【学校訪問による教職員への説明とオンデマンドによる保護者説明資料】 【地域移行に取り組む対象部活動への説明資料】
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

【休日の部活動の地域移行に関する保護者アンケート結調査結果（５月実施）
より一部抜粋】

• 地域の人材を活用する事で学校と地域の繋がりができ、開かれた学校運営ができる
だけでなく、先生方の負担軽減もできるので、地域のクラブ活動については賛成です。

• 地域のクラブ活動になるのは先生方にとっては良いことで賛成です。家庭としては今の
学校の部活は活動日数や時間に納得して入部しています。地域のクラブ活動になっ
て活動時間が増えたり、それに参加しないといけない状況になったりするのが心配です。
その辺りを十分考慮した運営がされるよう望みます。

• ねらいや先行実施の趣旨は理解できましたが、いざ実施され、地域クラブや受け皿が
ない場合、練習も休日の大会にも参加できず、他校との格差が生じるのではないか
心配です。

• 活動のあり方が変わることは理解できるが、費用負担を強いるのは良くない。移行期
間が当然にあるべき。

• 部員の人数が少ないので、クラブ活動になるとたくさんの人と稽古して得られることも
たくさんあるので部活がクラブ活動になることはとても嬉しいです。

• すごく楽しいし、コミュニケーションを取ることができるし気分転換にもなる。
• クラブ活動になることは良いが、部活動と連動して休みも確保してほしい。

地域クラブの活動により、休日の活動が確保されることを希望している。
【生徒】 【保護者】

部活動・地域のクラブ活動に積極的に参加している。
【生徒】 【保護者】

［部活動］ ［クラブ活動］ ［部活動］ ［クラブ活動］

部活動が地域移行になることに関しての意見
【生徒】

【保護者】
• 部活動と地域クラブ活動と今は、わかれていますが、一緒にできるようになれば、少

子化ですし人数が少なくて足りないということもなくなりますし、先生方の負担も軽
減されるのではないかと感じるからです。

• 部活動のみ参加したいですが、参加しなければ試合にも出づらくなるようで子どもも
断りづらいと話しています。学校の目が行き届く部活動のみ参加できるようにして欲
しいです。指導者や他の生徒とのトラブルもクラブ活動となると心配です。

【休日の部活動の地域移行に関するアンケート調査結果（２月実施）より一部抜粋】

休日の部活動の地域移行に関するアンケート調査（５月） 休日の部活動の地域移行に関するアンケート調査（２月）
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２．実証内容と成果

参考資料（活動写真）

写真
※何の様子かわかるようにキャプションを挿入すること

【地域クラブ活動推進委員会】

写真
※何の様子かわかるようにキャプションを挿入すること

【ハンドボールクラブの活動（十和田市ハンドボール協会）】

【剣道クラブの活動（剣友会）】 【バスケットボールクラブの活動（附属中学校バスケットボールクラブ保護者会）】

写真
※何の様子かわかるようにキャプションを挿入すること

写真
※何の様子かわかるようにキャプションを挿入すること
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス

休日の地域移

行の試行

休日の地域移

行の試行

関係団体と打合

せ

生徒・保護者・

教職員への説明
推進委員会

地域クラブ活動

の拡大

【バスケットボール部】（Ｒ3～）

保護者会

→バスケットボールクラブ

・保護者会会則の策定

・外部指導者（部活動）

【ハンドボール部】（Ｒ4～）

十和田市ハンドボール協会

→ハンドボールクラブ

・教員（兼職兼業）

【剣道部】（Ｒ5～）

十和田市剣友会

→剣道クラブ

・外部指導者（部活動）

【陸上部】（Ｒ4）

総合型地域スポーツクラブ

ＲＥＤ ＨＯＲＳＥ

→ 主催の陸上教室への参加

令和４年 令和６年 令和７年

○対象部活動の選定

（第３回推進委員会）

○関係団体への説明と打合せ

・拠点校 県立中学校

・十和田市教育委員会

・十和田市スポーツ協会

・十和田市ハンドボール協会

・十和田市剣友会

・バスケットボールクラブ保護者会

・野球クラブ保護者会

モデル校の活動について情報共

有し、施設利用のための減免申

請や指導者の確保等について協

力を依頼。

○教職員への説明と依頼

○保護者への説明

オンデマンド配信

○保護者会への参加

初年度の取組となる部活動につ

いては保護者会に参加し、地域

移行に向けた取組について説明す

ることで理解を得る。

○アンケート調査

生徒、保護者、教職員

地域移行に関する説明の後、

休日のクラブ活動への参加希望

や会費等について調査を実施。

試行的に取り組んでいる部活動に

ついては、活動終了後にクラブ活

動への満足度についてアンケート

調査を実施。

令和５年

○ 地域クラブ活動推進委員会

・学校関係者（校長、教頭、部

活動顧問、部活動指導員、Ｐ

ＴＡ会長、ＰＴＡ副会長）

・十和田市教育委員会

・十和田市スポーツ協会

・十和田市ハンドボール協会

・十和田市剣友会

・バスケットボールクラブ保護者会

・野球クラブ保護者会

地域移行に向けた取組の中で

出てきた課題について情報共有

を図りながら対応策を検討。

・活動場所の確保

・保護者の負担（会費・送迎）

・受け皿の確保

→持続可能な運営体制について

公立中学校における休日の部
活動の地域移行推進計画の

策定

指導者の確保

（人材バンク）

国の動向・先進事例・県内の状況等の情報提供

（地域クラブ活動推進における市町村担当者協議会の開催）
県

モデル校
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３．今後の方向性

地域連携・地域移行の推進に向けた今後のロードマップ



【青森県むつ市】
令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業
（運動部活動の地域移行に向けた実証事業）

自治体名 青森県むつ市

担当課名 むつ市教育委員会地域クラブ企画推進課

電話番号 0175-22-1111



2

１．自治体の基本情報

基本情報

地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題

本市の中学校部活動は加入義務制であり、生徒全員が加入しているも
のの、生徒が本来希望しない部活に加入している場合も見受けられること
に加え、少子高齢化が加速的に進み、中学校生徒数は直近10年間で約
３分の２に減少していることから、限られた部活動しか選択できない学校や
単独校で練習や大会への出場ができない学校など、部活動を行う上で、
生徒の活動の公平性の確保が困難となってきている。
このため、今後の生徒数の減少も見据えながら、令和５年度より、部活
動を任意加入制に変更した上で、「むつ市地域文化・スポーツクラブ（愛
称：むつ☆かつ）」を運営主体とし、生徒の新たな放課後活動の受け皿と
して、中学校部活動の段階的な地域移行を進めているものの、青森県内
で最大の面積を有する本市においては、人やモノの移動に時間を要するこ
とに加え、都市部と比べて指導者が不足している中、教職員の働き方改革
の観点からも、新たな指導者の育成と確保が重要である。

人口 52,951人 部活動数 55部活

公立中学校数 9校 市区町村の協議会・検討会議
等の設置状況

設置済

公立中学校生徒数 1,277人 市区町村の推進計画・ガイドラ
イン等の策定状況

策定済

出典：むつ市教育委員会
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２．実証内容と成果

運営体制・役割

年間の事業スケジュール

むつ市地域文化・スポーツクラブ（愛称：むつ☆かつ）は、年間を通じたクラブ活動となり、随時活動報告及び効果の検証を行う。

（スケジュール）

 ４月 むつ市地域文化・スポーツクラブ 総会

 むつ市地域文化・スポーツクラブ 活動開始（体験期間を含む）

 ８月 教職員アンケート

 ９月 生徒・保護者アンケート

 未移行競技関係団体アンケート及びヒアリング

１０月 スポーツ教室

１２月 令和７年度移行競技の検討・発表

 ３月 事業完了（確定報告）

▼運営体制図（市区町村における推進体制図） ▼行政組織内での役割分担

⚫ むつ市教育委員会（地域クラブ企画推進課）

・部活動地域移行に関する検討、制度構築

・むつ市地域文化・スポーツクラブ運営委員として参画

⚫ むつ市

・運営資金の負担

・むつ市地域文化・スポーツクラブ運営委員として参画
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の運営実績

拠点校数 １校（活動場所として） 地域クラブ活動に取り組んだ種目 サッカー,柔道,水泳

地域クラブ活動に取り
組んだ部活動数

３部活

拠点校名 田名部中学校（活動場所として）

地域クラブ活動に移行
した部活動数

３部活

地域クラブ活動で実施
した種目

サッカー、柔道、水泳

運営主体名 むつ市地域文化・スポーツクラブ

運営類型 市区町村運営型（任意団体設立型）

１か月あたりの平均的な
活動回数

サッカー：月20回程度
柔道：月20回程度
水泳：月20回程度

指導者の主な属性 自治体が認めた指導者（地域住民）

活動場所 田名部中学校、民間水泳クラブ

主な移動手段 地域クラブが手配したバス、各自による移動

１人あたりの参加会費等
（年額）

サッカー：1,000円
柔道：1,000円

水泳：民間クラブの設定額

１人あたりの保険料 スポーツ安全保険
生徒１人あたり：800円/年

指導者１人あたり：1,850円/年

▼活動概要 ▼運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

主な取組例
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ア．関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

むつ市教育委員会地域クラブ企画推進課が各学校及び各競技・文化団体等との連絡調整を行い、令和５年度から運営及び実施主体と

なる「むつ市地域文化・スポーツクラブ」を設立する。
取組事項

参加した中学生を対象としたアンケートの結果、全ての回答者から「とても楽しい」

「楽しい」との回答を得た。

また、保護者を対象とした満足度に関するアンケートの結果においても、84.2％の

回答者から「とても満足」「満足」との回答を得た。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

学校部活動から切り離したクラブ活動となり、複数の学校の生徒で構成するクラブ

活動であることから、各学校と活動拠点とを結ぶ移動手段を新たに構築することで、

小規模校の生徒であっても活動の選択肢が制限されない体制を構築した。
特に

工夫した
事項

令和６年度以降、新たに地域移行する部活動について、引き続き関係者及び関係団体との協議を進めながら、生徒及び保護者を中心に

説明会等を適宜開催し、地域の理解を深めながら地域移行を推進する。

今後の
課題と
対応方針

出典：むつ市教育委員会

出典：むつ市教育委員会
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：イ：指導者の質の保証・量の確保

むつ市教育委員会地域クラブ企画推進課が指導者の募集を行い、自治体独自の指導者研修会及び普通救急救命講習を受講した上で、

修了した者を指導者バンクへ登録する。
取組事項

参加した中学生を対象とした指導内容の満足度に関するアンケートの結果、

82.3％の回答者から「とても満足」「満足」との回答を得た。

また、保護者を対象とした指導内容の満足度に関するアンケートの結果においても、

半数以上の回答者から「とても満足」「満足」との回答を得た。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

一般公募により、自薦によるエントリーを受け付けた後、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」を

踏まえた指導者研修会及び普通救急救命講習を修了した者に指導者資格を授与している。 なお、指導者には、時給1,600円の報酬及び

交通費を支給する。
特に

工夫した
事項

教職員の負担軽減のため、地域の方によるクラブ指導を推進するため、指導者の掘り起こしや継続した指導となるよう、ＳＮＳをはじめ各種

媒体等を活用しながら、幅広い指導者の参加を呼びかける。また、毎年度の研修の受講を必須とすることで、指導者としての意識の向上やモチ

ベーションの維持に努める。

今後の
課題と
対応方針

出典：むつ市教育委員会
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ウ：関係団体・分野との連携強化

むつ市文化・スポーツ協議会及びむつ市地域文化・スポーツクラブへスポーツ関係団体及び文化関係団体並びにＰＴＡ関係団体等に参画し

ていただくことで部活動のスムーズな地域移行を進める。
取組事項

むつ市地域文化・スポーツクラブの運営会員である「むつ市体育協会」において、協

会に所属する18団体26名との意見交換会を開催した。特に現在学校部活動とし

てある種目の団体については、合計20回以上の意見交換を行うことで、令和６年

度の移行種目について決定することができた。

また、学校をはじめ生徒や保護者向けの説明会も開催し、理解の促進に努めた。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

部活動の地域移行には、様々な関係団体や関係者との合意形成が重要であることから、むつ市体育協会をはじめとした関係団体等と複

数回に渡す話し合いの場を設けた。
特に

工夫した
事項

有識者等で構成する文化・スポーツ協議会による部活動の地域移行に関する提言や各スポーツ協会との協議を踏まえながら、地域の実情に

沿った部活動の地域移行を推進する。

今後の
課題と
対応方針

【むつ市体育協会との意見交換会】
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：エ：面的・広域的な取り組み

青森県内で最大の面積である本市において、各地区ブロックに分けて活動拠点を設置することで、人口減少化にあっても生徒のクラブ活動を

担保する。
取組事項

これまでの学校部活動では叶わなかったが、今年度地域移行した「サッカークラブ」

において、異なる中学校の生徒が合同で活動できた。
取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

令和５年度は、移行したスポーツクラブへの参加者等を勘案し、活動拠点は１箇

所（水泳クラブを除く）となったことから、各学校から活動場所を繋ぐバスを運行する

ことで、地域によって活動の格差の生じないよう取り組んた。
特に

工夫した
事項

新たなスポーツ部活動が段階的に地域移行することから、必要に応じた活動場所の選定及びバス路線の検討を行い、引き続き複数の中学

校の生徒が一体となって活動できる環境を整える。

今後の
課題と
対応方針

サッカークラブ
中学校属性

参加者数

田名部中学校 27人

大畑中学校 4人

合計 31人

出典：むつ市教育委員会

出典：むつ市教育委員会
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：オ：内容の充実

スポーツ部活動については、大会出場要件等の環境整備が完了した段階で、地域移行を進めるとともに、魅力ある活動を推進しながら、生

徒及び保護者等へのアンケート調査を踏まえた上で、活動内容の改善を図る。
取組事項

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

下北プロジェクトの三本柱のうちのひとつである「スポーツの振興」を推進するため、む

つ市スポーツ・文化コーディネーターによる知見をいただきながら、各種スポーツ競技に

おいて、参加生徒がスキルアップできるような、スポーツ教室を開催した。
特に

工夫した
事項

プロスポーツ等の立地がなく、プロスポーツに触れることの少ない本市において、有名スポーツ選手等を招聘したスポーツ教室を開催し、競技技

術や指導技術の向上のきっかけとなるよう取り組む。

今後の
課題と
対応方針

令和5年度に開催した「木村浩吉氏によるむつ☆かつサッカークラブ指導」について、

サッカークラブの生徒を含む26名の生徒が参加し、96.2％の方から「とても満足」

「満足」との回答を得た。

令和５年度に開催した「杉本美香柔道教室」について、柔道クラブの生徒を含む

17名の生徒が参加した。また、参加した生徒からのアンケートの結果において、全て

の回答者から「とても満足」「満足」との回答を得た。

出典：むつ市教育委員会

出典：むつ市教育委員会
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：カ：参加費用負担の支援等

受益者負担として月額1,000円（水泳クラブを除く）程度の参加者の負担はあるものの、基本的な施設使用料や備品等の購入は、むつ

市地域文化・スポーツクラブ運営費の一部として支出する。
取組事項

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

令和５年度中に、「むつ市就学費援助」等の対象となっている低所得者世帯に

対し、１人につき１クラブの会費を免除とする規程を制定した。特に
工夫した
事項

参加対象者に対し、積極的に会費免除に関する取組を周知することで、金銭的な理由により活動できない生徒が生じないよう取り組みつつ、

一方で、今後の総合型クラブに移行した際に自走可能な運営となるような参加者負担額についても検討していく。

今後の
課題と
対応方針

保護者を対象としたアンケートにおいて、「クラブ会費は高いと思うか」と調査した結

果、回答があった者のうち、「そうは思わない」との回答が66.6％となり「どちらともいえ

ない」との回答が33.4％との回答を得ており、「そう思う」との回答は皆無であった。

会費免除理由 対象者

むつ市就学費援助
対象世帯

9人

生活保護世帯 1人

合計 10人
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：キ：学校施設の活用等

令和５年度から移行した「サッカークラブ」「柔道クラブ」について、既存の学校グラウンドや体育館を利用することとし、今後、他のスポーツ部活

動が地域移行した際も、学校施設を活動拠点として活用できるよう取り組む。
取組事項

サッカークラブ及び柔道クラブにおいて、大会出場の場合を除き、全ての活動を田名部中学校をはじめとした市内中学校施設を拠点に活動し

た。
取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

令和５年度は、学校部活動が地域クラブと混在しているため、同じ敷地内で活動を行う部活動と地域クラブの活動場所の棲み分けを整理し

ながら、学校との連絡調整に努めた。また、拠点となる学校が使用できない場合は、学校から学校へ活動場所の確保について連絡の橋渡しを

していただいたことで、円滑な活動場所の確保に繋がった。
特に

工夫した
事項

令和６年度からのスポーツクラブの増設に向けて、社会教育施設として整備されていない中学校の改修を適宜進めることで、地域クラブにおい

ても活動場所を確保できるよう、各学校と協議を進める。

今後の
課題と
対応方針



12

２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

【むつ市地域文化・スポーツクラブ（むつ☆かつ）入会案内パンフレット】 【むつ市地域文化・スポーツクラブ（むつ☆かつ）指導者募集資料】
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２．実証内容と成果

参考資料（活動写真）

【サッカークラブ（練習風景：田名部中学校）】 【柔道クラブ（練習風景：田名部中学校）】

【サッカークラブ（大会の様子）】 【柔道クラブ（大会の様子）】
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス

年 月 内容

Ｈ30 3 ・むつ市小学生スポーツ活動の指針

Ｒ1 8
・むつ市中学校部活動連絡協議会設置要綱
を制定

9 ・中学校部活動連絡協議会設立

Ｒ2 1 ・中学校部活動連絡協議会開催

4 ・むつ市中学校部活動の指針策定

8 ・中学校部活動連絡協議会開催（書面）

Ｒ3 8 ・中学校運動部連絡協議会開催

Ｒ4 1 ・中学校運動部連絡協議会開催

5
・中学校における休日の部活動の在り方につい
て検討会議

7

・校長会と教育委員会の合同会議において、
部活動地域移行の趣旨説明
・市内中学校教員に部活動調査
・小学校6年生、中学校1、2年生並びにその
保護者に対するアンケート調査

年 月 内容

Ｒ4 10

・地域文化・スポーツクラブ設立準備室設立
・関係団体への説明、協力依頼（体育協会、
PTA等）
・各学校への説明、協力依頼（保護者説明
会等）
・指導者候補への説明、協力依頼
・バス会社への説明

11 ・第1回地域文化・スポーツ協議会開催

12 ・第3回校長会

Ｒ5 1
・各学校区ブロック別保護者説明会
・各学校入学予定者説明会説明会

2
・指導者研修会（準備室主催）
・普通救急救命講習会（消防協力のもと）

3
・各クラブ指導者打ち合わせ
・むつ市地域文化・スポーツクラブ設立（運営
主体）

4 ・活動開始（体験入会期間）

5
・活動開始（むつ市地域文化・スポーツクラブ
（愛称：むつ☆かつ））
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３．今後の方向性

地域連携・地域移行の推進に向けた今後のロードマップ



【青森県三戸町】
令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業
（運動部活動の地域移行に向けた実証事業）

自治体名 青森県三戸町

担当課名 三戸町教育委員会

電話番号 0179-20-1157
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１．自治体の基本情報

基本情報

地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題

青森県三戸町では、部活動の在り方に関する検討委員会設置要綱に
基づく委員会において、休日の中学校運動部活動から地域移行を進めて
いる。

将来にわたって子どもたちがやりたいスポーツに親しむことができる環境を確
保するため、令和５年度に三戸町体育協会内にジュニアクラブを設置し、
部活動指導員や各単位協会員を中心に、専門性の高い指導体制と環境
を確保したもの。

現在、卓球・柔道・サッカー・スケート競技において、休日の活動から地域
移行を進めており、ジュニアクラブへの登録者は33名となっている。部活動
指導員を中心に、平日は部活動として、休日はジュニアクラブとして活動す
ることで、指導の一貫性を保ちながら並行した形で取り組みを推進した。

課題として、指導者の負担を考慮した取り組みと、人材の育成を行い、
持続可能な体制として構築できるよう検討しなければならない。

グラフ等データ
※出典も要記載

グラフ等データ
※出典も要記載

人口 9,006人 部活動数 16部活

公立中学校数 1校 市区町村の協議会・検討会議
等の設置状況

設置あり

公立中学校生徒数 191人 市区町村の推進計画・ガイドラ
イン等の策定状況

策定しない

令和３年度 部活動加入状況

【参考】 小学校（地域スポーツ）加入状況
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２．実証内容と成果

運営体制・役割

年間の事業スケジュール

・４月 部活動指導員を任用し、平日の部活動とジュニアクラブの指導及び部活動ガイドラインについて説明する。
・５月 三戸町体育協会に対してジュニアクラブの設置を説明し、総会において了承される。
・５月～６月 卓球部、柔道部、サッカー部、スケート部の保護者会においてジュニアクラブについて説明する。
・６月～７月 ジュニアクラブの募集とスポーツ安全保険加入
・８月～３月 ジュニアクラブの活動開始
・３月 部活動の在り方に関する検討委員会を開催し、初年度の報告と次年度の協議を行う。

▼運営体制図（市区町村における推進体制図） ▼行政組織内での役割分担

⚫ 教育委員会

・会計年度任用職員として部活動指導員を任用する。

・部活動の在り方に関する検討委員会を開催し、内容等を協議する。

・三戸町体育協会内にジュニアクラブを設置し、制度説明と協会員の

参画を促す。

・中学校の教職員や生徒保護者へ説明する。

・指導者謝金の予算を確保する。

・スポーツ安全保険等への加入を勧める。

⚫ 首長部局（総務課）

・会計年度任用職員として部活動指導員を募集する。

三

戸

町

体

育

協

会

柔  道  協  会

サッカー協会

卓 球   協 会

スケート協会

柔道ジュニアクラブ

サッカージュニアクラブ

卓球ジュニアクラブ

スケートジュニアクラブ

協会指導者
(部活動指導員)

協会指導者
(部活動指導員)

協会指導者
(部活動指導員)

協会指導者
(部活動指導員)
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の運営実績

拠点校数 １校 地域クラブ活動に取り組んだ種目 柔道・サッカー・卓球・スケート

地域クラブ活動に取り
組んだ部活動数

６部活

拠点校名 三戸中学校

地域クラブ活動に移行
した部活動数

６部活

地域クラブ活動で実施
した種目

柔道、サッカー、卓球、スケート

運営主体名 三戸町体育協会

運営類型 市区町村運営型（地域団体・人材活用型）

１か月あたりの平均的な
活動回数

柔道：月２回程度
卓球：月１回程度

サッカー：月３回程度
スケート：月１回程度

指導者の主な属性 三戸町体育協会員(部活動指導員含む)

活動場所 三戸中学校または公共施設

主な移動手段 徒歩または保護者送迎

１人あたりの参加会費等
（年額）

０円

１人あたりの保険料 スポーツ安全保険
生徒１人あたり：800円/年

▼活動概要 ▼運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

主な取組例

三戸町体育協会

三戸中学校

三戸中学校生徒及び三戸小学校・斗川小学校高学年児童

三戸町教育委員会

各ジュニアクラブ

指導者謝金
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ア．関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

休日の運動部活動を、三戸町体育協会内に設けたジュニアクラブで活動する。

初年度は、柔道・卓球・サッカー・スケート競技のジュニアクラブから行い、部活動指導員を中心に体育協会員が参加できるような体制を構築した

もの。
取組事項

三戸町体育協会内にジュニアクラブを設置し、地域移行の受け皿を確保することができた。また、人材の確保の観点から、部活動指導員や各協

会の会員を活用することができた。

各ジュニアクラブ申込者数

柔道ジュニアクラブ：１６名

卓球ジュニアクラブ：５名

サッカージュニアクラブ：１０名

スケートジュニアクラブ：２名

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

特に
工夫した
事項

三戸町体育協会内にある全ての体育協会でジュニアクラブを設置しているわけではないことから、指導できる人材等の状況を考慮しながら設置を

促す必要がある。

今後の
課題と
対応方針

部活動指導員を中心に体制を構築したことから、平日の部活動と休日のジュニアクラブの活動に対して指導の一貫性を保つことができた。また、

生徒の特徴や特性を把握した指導者がいることで、競技力の向上のほか、関係者とスムーズな運営と活動につなげることができた。
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：イ：指導者の質の保証・量の確保

指導者の質や量を確保することを目的に、初年度は三戸町体育協会内で指導に興味のある会員をボランティアで募り、ジュニアクラブの指導に携

わっていただいた。
取組事項

三戸町体育協会の会員のうち、ボランティアで５名参加してくれた。

(内訳)

柔道協会：２名

卓球協会：３名
取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

特になし

特に
工夫した
事項

種目によって指導者の資格を求められることもあることから、助成制度を活用した資格取得を促し、また、指導者への謝金を個人へ支払うことが

できるよう仕組みを変える必要がある。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ウ：関係団体・分野との連携強化

三戸町体育協会にジュニアクラブを設置し、休日の活動を実施したことで、中学校の部活動と連携した指導を実践することができた。

取組事項

中学校の部活動顧問を対象としたアンケートでは、部活動指導員を配置していることで、指導効果の有用性を示す結果となっている。休日の

活動をジュニアクラブとして実施することで、教職員の負担軽減にもつながっている。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

休日であっても学校施設や公共施設を使用して活動ができるよう連携したもの。

特に
工夫した
事項

生徒のやりたいスポーツが、中学校部活動として位置づけられていない場合、学校と連携してニーズを把握し、ジュニアクラブで実施できるよう受け

皿を拡充する必要がある。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：カ：参加費用負担の支援等

取組事項

各ジュニアクラブに対する指導者謝金支払実績(８月から２月分まで)

柔道ジュニアクラブ：38,250円

卓球ジュニアクラブ：14,000円

スケートジュニアクラブ：18,000円

※サッカージュニアクラブは２月から実施している。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

参加者は、指導者に対する謝金等の負担はないが、新たにスポーツ安全保険に加入する必要があることから、制度内容を丁寧に説明し、

地域移行の必要性を理解してもらった。
特に

工夫した
事項

既存の部活動があることから、保護者の負担は少なく済んでいるが、将来的には適切な会費の設定が必要である。今後の
課題と
対応方針

三戸町で指導者謝金の予算を確保し、実施した団体へ支払ったため、参加者はスポーツ安全保険料のみの負担でジュニアクラブへ参加すること

ができた。
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

【キャプション】 【キャプション】
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２．実証内容と成果

参考資料（活動写真）

【卓球ジュニアクラブの様子(ジョイワーク三戸)】 【サッカージュニアクラブの様子(小中一貫三戸学園多目的ホール)】

【スケートジュニアクラブの様子(YSアリーナ)】 【柔道ジュニアクラブの様子(小中一貫三戸学園柔道場)】
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス

部活動の在り方に

関する検討委員会

設置、検討開始

部活動指導員配置
実態調査と課題の

洗い出し

地域団体と連携した

外部人材の促進

部活動指導員によ

る地域移行の検討

体育協会を主体に

休日の部活動から

地域移行

地域移行の実践

●地域や学校の実態に応じて、

三戸町体育協会を主体に休日

の部活動から地域移行を実施

●三戸町体育協会による休日

の部活動を定着させ、平日の部

活動についても可能なところから

段階的に地域移行を検討

令和元年 令和２年 令和３～４年 令和５年

地域移行の検討

●地域主体の活動について目

標を設定し、地域団体と連携し

た活動を検討

●地域との分担が可能な部活

動から段階的に移行できないか

検討

●中学校に配置している部活動

指導員を中心に地域移行でき

ないか検討
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三
戸
町
体
育
協
会

柔  道  協  会

サッカー協会

卓 球   協 会

スケート協会

相 撲 協  会

剣 道 協会

３．今後の方向性

地域連携・地域移行の推進に向けた今後のロードマップ

柔道ジュニアクラブ

サッカージュニアクラブ

卓球ジュニアクラブ

スケートジュニアクラブ

相撲ジュニアクラブ

剣道ジュニアクラブ

協会指導者
(部活動指導員)

協会指導者
(部活動指導員)

協会指導者
(部活動指導員)

協会指導者
(部活動指導員)

協会指導者
(部活動指導員)

協会指導者
(部活動指導員)

•三戸町体育協会内にジュニアクラブを拡充させる。

•中学校部活動として位置づけられなくてもジュニアクラブとして中体連登録し、活動できるよう体制を整備する。

•休日の活動をベースに、平日の活動についても段階的検討する。

令和６年度以降
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